
広 報 か い づ か(7)　税・保険・年金・くらし 令和7年3月

障
害
者
の
方
な
ど
の
軽
自

動
車
税（
種
別
割
）
の
減
免

　

障
害
者
の
通
院
・
通
所
の
た

め
に
必
要
な
軽
自
動
車
・
原
動

機
付
自
転
車
な
ど
を
所
有
し
て

い
る
場
合(

50
㏄
ま
た
は
０
・

６
kw
以
下
の
原
動
機
付
自
転
車

は
障
害
者
本
人
の
所
有
に
限

る)

、
一
人
１
台
に
限
り
軽
自

動
車
税(

種
別
割)

の
減
免
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
毎
年
申
請
が
必

要
で
す
。

　

普
通
自
動
車
税
と
の
重
複
申

請
は
不
可
で
す
。

対
象　

①
身
体
障
害
者
手
帳
・

療
育
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
の

い
ず
れ
か
が
あ
る
方
、
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
の
両

方
が
あ
る
方

②
①
の
方
と
生
計
を
同
じ
く
す

る
方(

別
居
の
場
合
は
事
前
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い)

持
物　

各
種
手
帳
の
い
ず
れ
か
、

運
転
免
許
証
、
車
検
証

※
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
方
は
自
立
支
援
医
療
受
給
者

証
も
必
要
で
す
。

締
切　

６
月
２
日(

月)

申
請
・
問
合
せ
先　

課
税
課
諸

税
担
当
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
５
４

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
・
閲
覧

　

縦
覧
と
閲
覧
に
つ
い
て
は
、

本
人
確
認
書
類(

免
許
証
な
ど)

に
加
え
、
納
税
義
務
者
以
外
の

方
は
、
権
利
関
係
が
分
か
る
書

類
、
代
理
人
は
委
任
状
も
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

◆
縦
覧

期
間　

４
月
１
日(

火)

～
６
月

２
日(

月)(

土
・
日
・
祝
除
く)

対
象　

市
内
の
土
地
・
家
屋
の

納
税
義
務
者

◆
閲
覧

期
間　

通
年

対
象

　

納
税
義

務
者
、
借
地
・

借
家
人
な
ど

◆
路
線
価

期
間　

通
年

対
象

　

全
て
の
方

場
所
・
問
合
せ
先　

課
税
課
土

地
担
当
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
５
１
、
家
屋
担
当
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
３

忘れていませんか
申告と納税

国
民
年
金
の
加
入
届
を

お
忘
れ
な
く

　

国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
全
て
の
方
は
、
国
民
年

金
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

加
入
せ
ず
に
保
険
料
が
未
納

に
な
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
や

障
害
基
礎
年
金
な
ど
が
受
け
ら

れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
必
ず
加

入
の
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

◎
60
歳
に
な
る
前
に
退
職
し
、

厚
生
年
金
保
険
の
資
格
が
な
く

な
っ
た

◎
被
扶
養
配
偶
者(
第
３
号
被

保
険
者)

で
な
く
な
っ
た(
収
入

の
増
加
、
離
婚
、
厚
生
年
金
保

険
加
入
者
が
退
職
ま
た
は
65
歳

に
な
っ
た)

※
20
歳
に
な
っ
た
方(

厚
生
年

金
保
険
加
入
者
を
除
く)

に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
資
格
取
得

の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す

が
、
最
近
海
外
か
ら
転
入
さ
れ

た
方
な
ど
で
お
知
ら
せ
が
送
付

さ
れ
な
い
場
合
は
、
加
入
の
届

出
が
必
要
で
す
。

届
出
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
４

学
生
納
付
特
例
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
学
生
は
、
本
人

の
所
得
が
一
定
金
額
以
下
の
場

合
、
申
請
し
承
認
さ
れ
る
と
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

申
請
が
遅
れ
る
と
、
障
害
基
礎

年
金
な
ど
を
受
給
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
取
る
た
め

に
必
要
な
受
給
資
格
期
間
に
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
保

険
料
を
追
納
す

る
と
、
将
来
受

取
る
年
金
額
を

増
や
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

貝
塚
年
金

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・

１
１
２
２
、
保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

３
月
は
令
和
６
年
度
分
国
民

健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
最
終
納
期
月
で
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か

確
か
め
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
０

国
保
の
加
入
・
資
格
喪
失

届
出
は
14
日
以
内
に

　

会
社
を
退
職
し
任
意
継
続
の

手
続
き
を
し
な
い
場
合
や
扶
養

家
族
の
認
定
を
取
消
さ
れ
た
場

合
な
ど
、
健
康
保
険
資
格
が
な

く
な
っ
た
方
は
、
資
格
を
失
っ

た
日
か
ら
14
日
以
内
に
国
民
健

康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
14
日

を
過
ぎ
る
と
、
保
険
給
付
は
届

出
日
か
ら
し
か
受
け
ら
れ
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

届
出
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
１

所得税などの納期限は、
３月17日(月)です。
国税の納付はキャッシュ
レス納付のご利用を！

問合せ先　岸和田税務署
☎072－438－1341

税

詳しくはこちら

保
険
・
年
金

く
ら
し

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

◆
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

写
真
撮
影(

無
料)

と
申
請
書

作
成
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。

 

国
の
定
め
る
本
人
確
認
書
類

を
お
持
ち
い
た
だ
く
と
、
ご
自

宅
へ
カ
ー
ド
を
郵
送
で
き
ま

す
。

日
時
・
場
所

①
３
月
12
日(

水)

・
ま
ち
の
駅

か
い
づ
か
②
３
月
16
日(

日)

・

山
手
地
区
公
民
館

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
１

時持
物　

通
知
カ
ー
ド(

お
持
ち

の
方)

、
本
人
確
認
書
類

◆
日
曜
開
庁(

予
約
優
先
制)

日
時　

４
月
６
日(

日)

午
前
９

時
～
正
午

場
所

　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

１
階

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
９
４

ID
２
７
９
７
８(

出
張
申
請
サ

ポ
ー
ト)

、
ID
２
７
８
１
１(

日

曜
開
庁)

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は

お
早
め
に
！ 

　

３
月
24
日
申
請
分
か
ら
、
偽

造
・
変
造
対
策
を
大
幅
に
強
化

し
た
「
２
０
２
５
年
旅
券
」
に

変
更
に
な
り
ま
す
。
府
パ
ス

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
申
請
か
ら

交
付
ま
で
６
営
業
日
が
10
営
業

日
に
、
市
の
窓
口
で
も
10
営
業

日
が
14
営
業
日
に
延
長
さ
れ
ま

す
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

す
で
に
旅
券
を
お
持
ち
の
方

は
、
有
効
期
間
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た

同
日
よ
り
電
子
の

新
規
申
請
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
申
請
時
の
手

数
料
も
改
定
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
３
９
、

ID
３
５
９
４
２

公
園
墓
地（
三
ケ
山
）

無
料
小
型
バ
ス
運
行

　

春
の
彼
岸
に
無
料
小
型
バ
ス

を
運
行
し
ま
す
の
で
、
墓
参
や

見
学
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

運
行
日　

３
月
20
日(

木)

・
23

日(

日)

運
行
区
間　

水
間
観
音
駅

⇔

公

園
墓
地
管
理
事
務
所
前

◆
彼
岸
期
間
中
の
車
で
の
来
園

　

期
間
中
は
大
変
混
み
合
い
ま

す
。
車
で
お
越
し
の
際
は
、
必

ず
所
定
の
駐
車
場
に
停
め
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
８
０
、
公

園
墓
地
管
理
事
務
所
☎
０
７

２
・
４
４
７
・
２
２
９
６

※

荒
天
時
は
運
休
の
場
合
が
あ

り
ま
す
。
市
代
表
電
話
０
７

２
・
４
２
３
・

２
１
５
１
で
必

ず
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

ホームページ

<運行時刻表>

９：10

10：10 

11：05

12：05

10：00

10：55

11：55

12：55

水間観音駅発 公園墓地発

６往復

14：05

13：05 13：55

14：55

親指と小指を立てた両手を
手前に水平に円を描く

つげさん
手話コーナー

社会

問合せ先　障害福祉課
　　　　　☎072－433－7012

広告


